
 

 

 

 

戸田市地区計画区域内 

生け垣設置補助制度 

の手引き 

 

（川岸地区） 

 

 

 

 
戸田市都市整備部 

まちづくり区画整理室 



○補助の趣旨 

川岸二丁目の一部の地域においては、快適なまちなみ景観の形成を図るため

建築物等の整備方針を定めた「川岸地区地区計画」が定められています。この

地区計画区域の中で、建築行為や土地の区画形質の変更などの行為を行う場合

に、かき又は柵の構造を制限しています。 

市では、当該区域内において生け垣を設置する方に対し、「戸田市地区計画

区域内生け垣設置奨励補助金交付要綱」により生け垣の設置補助を実施し、敷

地の緑化を推進しています。  

 

○補助対象 

生け垣の長さ：道路に面し、２ｍ以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・垣根の場合 

・列植の場合 



生け垣の高さ：地上０．８ｍ以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○補助金の額 

  長さ１ｍにつき １５，０００円以内 

  （１０ｃｍ未満、金額１，０００円未満切り捨て） 

  ただし、同一敷地につき３００，０００円が限度となります。 

・生け垣の高さ（標準例） 



 

（設置者） （まちづくり推進室）

○補助金交付の流れ

事前相談

申 請

工 事

完了報告

請 求

補助金受領

生け垣の

保存・管理

審 査

交付決定

完了確認

補助金確定

補助金交付

・造園業者等へ見積依頼

提出書類
・(第1号様式)戸田市地区計画区域内生け垣設置奨励補助金交付申請書

・工事費見積書

・現地案内図
・配置図兼平面図

・立面図

提出書類
・(第4号様式)戸田市地区計画区域内生け垣設置完了報告書

・着工前及び完了後の写真

・領収証又は請求書の写し

提出書類
・(第6号様式)戸田市地区計画区域内生け垣設置奨励補助金交付請求書

・補助金交付決定通知

・補助金確定通知

≪補助を受けた生け垣設置の計画を変更又は廃止したいとき≫

審 査

承 認

提出書類
・(第3号様式)戸田市地区計画区域内生け垣設置計画変更・廃止申請書

・工事費見積書

・現地案内図
・配置図兼平面図

・立面図
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